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はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

 近年、高齢化の進展に伴って二宮町を取り巻く社会情勢も変化しつつあり、コミュニ

ティバスに対する期待が高まりを見せる中、「にのみや総合長期プラン」に位置付けられ

た「新たな乗り合い交通の検討」として、「地域の実情に即したコミュニティバスの運行

について必要となる事項を検討し、町民の移動の利便性の向上を図ること」を目的に「二

宮町コミュニティバス検討委員会」が組織されました。 

 検討委員会では、平成 14 年 11 月より実験運行が開始された「二宮町コミュニティ（福

祉）バス」が本格的な導入をされないまま、６年間が経過したことを受けて、平成 21 年

４月からのコミュニティバスの本格的な導入を促進するため、交通不便地域の解消や高

齢化社会への対応、児童、生徒の防犯対策に配慮した検討を進め、その検討結果を本報

告書にまとめました。 

 今後のコミュニティバスの本格的導入、また運行の維持継続にあたり、ご配意くださ

いますようお願いいたします。 
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Ⅰ 検討の背景と目的 

   背景 

    現代のモータリゼーションの発展と普及は、移動手段の幅を広げ、個々の生活

者の利便性を向上させた反面、排気ガスによる環境問題や交通渋滞だけでなく、

バスや鉄道に代表される公共交通の利用減退の要因にもなっています。 

    加えて、近年の日本国全体の少子高齢化、都市部への一極集中による過疎地域

の拡大は、とりわけ生活者にとって最も身近な存在であるバス交通に多大なる影

響を与えており、交通不便地域の拡大や交通弱者の増大等、様々な問題を引き起

こしています。 

    一方、二宮町は、東西にＪＲ東海道線や国道 1 号線、中央の南北に県道 71 号線

といった主要な鉄道や道路が町を縦横断する恵まれた環境にあり、都市部へのア

クセスが容易なため、都心のベッドタウンとして栄えてまいりました。 

    しかしながら、近年では都市部への人口流出や、出生率の低下等の様々な影響

による高齢者の増加で、65 歳以上の高齢者の人口比が、平成 19 年８月現在で

24.1％に達し、超高齢社会を迎えることとなりました。 

    このような状況の中、公共交通においても、利用者の減少により、路線バス事

業者は多くの不採算路線を抱え、路線の縮小や撤退の検討を余儀なくされ、平成

14 年のバスの参入・退出の自由化による規制緩和がなされた後は、不採算路線の

撤退が現実のものとなりました。 

    二宮町では、生活交通を確保するため、運行費用の一部補助による路線バス経

路の維持を行うとともに、不採算路線の有効利用としてかねてから町議会等で意

見のあったコミュニティバスに、福祉的な要素も含んだ「二宮町コミュニティ（福

祉）バス」の実験運行を、平成 14 年 11 月より開始いたしました。 

    更に、「にのみや総合長期プラン」においても「移動・交通に関する支援」が位

置付けられ、コミュニティバスや乗合タクシー等、新たな乗合交通の導入促進に

ついて検討することを明記しました。 

    また、平成 15 年には、「コミュニティ（福祉）バス実験運行検討委員会」によ

る本運行に向けての検討を行い、策定した「コミュニティ（福祉）バス実験運行

後の本格運行に関する報告書」を基に、平成 16 年度より運行経路や便数等の見直

しを行いましたが本格運行には至らず、実験運行を継続してきました。 

 

   目的 

    今回の検討委員会では、実験運行の開始から６年が経過した二宮町コミュニテ

ィ（福祉）バスの本格的な導入に向け、地域の実情に即した運行と町民の移動の

利便性向上を図るため、交通不便地域の解消や高齢化社会への対応、児童・生徒

の防犯対策等の様々な課題を検討し、コミュニティバスの運行計画（案）を策定

することを目的といたしました。 
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Ⅱ 検討委員会における検討内容 

  （1）現状と課題 

    現在、実験運行中の「コミュニティ（福祉）バス」（以下「現行のバス」という）

は、路線バス釜野線の利用の少ない日中間を利用して運行しており、午前９時か

ら午後４時までの間に右循環と左循環をそれぞれ３便の合計６便が町内を循環し

て運行しています。 

    運行形態は、釜野線を運行している株式会社湘南神奈交バスに委託して、釜野

線を走る中型サイズのバスを併用して運行しています。 

    経路は、二宮駅北口を起点として、交通不便地域である川匂・釜野方面から、

路線バスの集合点である団地中央に向かい、松根・富士見が丘を経由して二宮駅

に戻る形となっております。また、路線バスと重複する経路については、できる

だけ競合しないように配慮して運行をしています。 

    停留所は、路線バス停留所に併設する場所はそのまま利用していますが、路線

バスのない経路の停留所については、設置する付近の住民に了解を得て、交通安

全に支障をきたさない限りで設置されています。 

    １循環の所要時間は約３６分で、右循環、左循環の順番に６便が運行していま

す。 

    運賃は、大人１回の利用につき１００円で、小人、障害者については半額の５

０円となっています。 

    平成 14 年の運行開始当初は、百合が丘３丁目や温水プール、富士見が丘３丁目

も経路として運行していましたが、利用状況や路線バスとの競合回避、便数の確

保から、平成 16 年の見直しの際、現在の経路と時刻になりました。 

    利用状況は、平成 16 年の見直し後も増加を続けており、交通不便地域の住民か

らは路線の維持や便数の増加を望む声が聞かれる状況にあります。 

 

    今回の本格的な導入にあたっての検討においては、大きく分けて３つの課題が

あげられると考えます。 

    １つ目の課題としては、今後の二宮町のコミュニティバスを検討していく上で

最も重要な運行目的であり、目的として重きを置く点を「高齢者・障害者の社会

参画」とするか「公共交通空白地域・不便地域の解消」とするかについて町民全

体の意向を見て判断していかなければなりません。 

    ２つ目の課題としては、コミュニティバスの検討に際し、最大の制約である釜

野線を、現行のバスと同様にコミュニティバスを代替交通として利用するか、生

活交通確保対策による補助で独自に路線バスとして維持するかが焦点となります。 

    ３つ目の課題としては、現行のバスが抱える各種サービスの不満点について、

限られた財政状況の中、先行する二つの課題を勘案しつつ解消していくことが、

今後の利用者の増加を見込む上で重要な課題と言えます。 

    また、要望として二宮西中学校に通学している百合が丘地域の生徒の保護者を

中心とした「二宮西中通学についての安全を考える会」より、通学時に生徒がコ

ミュニティバスの利用ができるようにしてほしい旨の要望が出されています。 
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  （2）検討経過 

    第１回 二宮町コミュニティバス検討委員会 （平成 19 年 11 月 26 日実施） 

     ・ 具体的な課題の検討に入る前に、運行実績やアンケート結果を基にコミ

ュニティバスの現状把握を行い、今後の検討スケジュールを確認しました。 

 

    第２回 二宮町コミュニティバス検討委員会 （平成 20 年１月 22 日実施） 

     ・ 前回の検討委員会で意見の出ていた「町が実施する交通事業」の説明や、

検討を進める上での叩き台として事務局が作成した導入路線案（経路・時

刻）を基に、現状のコミュニティバスが抱える課題点を整理しました。 

       また、他の自治体にて運行するコミュニティバスの視察研修の行き先等

について調整しました。 

 

    二宮町コミュニティバス検討委員会視察研修会 （平成 20 年２月 21 日実施） 

     ・ 茅ヶ崎市コミュニティバス（えぼし号）、寒川町コミュニティバスの視察

を行い、担当者からそれぞれの地域が抱える課題点や、運行の状況等につ

いて説明を受けました。 

 

    第３回 二宮町コミュニティバス検討委員会 （平成 20 年３月 28 日実施） 

     ・ 運行計画素案の策定に向け、最大の制約である釜野線と現行のコミュニ

ティバスの関係を確認し、「釜野線の対応」「車両サイズの対応」「路線バス

重複の対応」について計画策定の前提となる考え方の方向性を整理しまし

た。その上で、「現行増便型」及び「詳細増便型」に掛かるコストや実現性

を町の財政状況を配慮しつつ検討しました。 

 

    第４回 二宮町コミュニティバス検討委員会 （平成 20 年５月 23 日実施） 

     ・ 前回の検討委員会で決定した方向性を基に事務局が作成した運行計画素

案の「運行経路」「停留所」「運行時刻」「運賃」について具体的に考え方を

整理し、それぞれの課題と留意点について検討しました。 

 

    第５回 二宮町コミュニティバス検討委員会 （平成 20 年６月 23 日実施） 

     ・ 二宮町コミュニティバス検討委員会報告書（案）について検討しました。 

 

    二宮町コミュニティバス運行計画書（素案）への意見募集 （平成 20 年８月実施） 

     ・ 運行計画（素案）について町民意見募集を行いました。 

 

第６回 二宮町コミュニティバス検討委員会 （平成 20 年９月 17 日実施） 

     ・ 二宮町コミュニティバス検討委員会報告書（案）、町民意見募集の結果と

その回答、回数券使用、外観デザインについて検討しました。 
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  （3）検討結果 

    コミュニティバスの本格的な導入にあたり、６回に渡る検討委員会と視察研修

会を開催し、検討当初からの大きな３つの課題や要望、検討中に出てきた新たな

課題について検討した結果を以下にまとめます。 

 

   ① 検討当初からの課題及び要望についての対応 

                コミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスのののの運運運運行目的行目的行目的行目的    

     実験運行当初の目的は、「高齢者の積極的な社会参加を促し、健康と生きがい

づくりの推進を図ること」を掲げており、福祉的要素を前面に打ち出した「二

宮町コミュニティ（福祉）バス」となっておりました。 

     本格的な導入にあたり全ての町民が利用しやすい地域交通的なコミュニティ

バスとして検討した結果、「公共交通空白地域・不便地域の解消」を念頭にして、

「高齢者・障害者の社会参画」を包括的に捉えることが望ましいと考えました。 

 

                コミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスとととと釜野線釜野線釜野線釜野線    

     釜野線は、団地中央から釜野橋を経由して内原跨線橋を渡り、国道１号線か

ら二宮駅南口を経路とする路線バスで、平成８年に釜野・百合が丘地域の住民

の要望により運行が開始されました。朝夕は 30 名を越える利用がありますが、

日中間は利用が少ないことから、撤退が懸念される路線となりました。 

     こうした状況の中、釜野地域の生活交通を確保するため、不採算路線の有効

利用としてかねてから意見のあったコミュニティバスを併用することにより、

釜野線が維持されることとなりました。 

     今回の検討では、コミュニティバス最大の制約となっている釜野線の維持手

段について、釜野線利用者への配慮から、生活交通確保対策補助による維持や

コミュニティバスによる維持等のコストを比較した結果、コスト的に最も効率

的なコミュニティバスと釜野線の併用による運行を基本前提としました。 

 

                維持管理維持管理維持管理維持管理コストコストコストコストとととと費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果    

     一般的にコミュニティバスは、路線バスが赤字により撤退の意向を示した経

路や採算が見込めない地域を運行することが多いため、収支が黒字に転ずるこ

とは稀といえます。二宮町のコミュニティバスも同様であり、費用対効果を十

分に検証した上で、維持管理コストを抑えた運行をしていく必要があります。 

 

    二宮西中学校二宮西中学校二宮西中学校二宮西中学校のののの通学通学通学通学でのでのでのでの利用利用利用利用    

     二宮西中学校は山坂の多い通学路のため自転車通学が認められておらず、付

近に公共交通がない不便地域であります。また、特に部活動終了時の下校には、

生徒が交通事故や犯罪に巻き込まれるかもしれないといった不安もあります。 

     そのため、部活動終了時の下校に生徒が利用可能な時間帯を、現行の釜野線

利用者への影響が少ない範囲で、コミュニティバスを延長して運行することが

望ましいと考えました。 
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   ② 新たに出てきた課題 

                経路上経路上経路上経路上のののの地域特性地域特性地域特性地域特性によによによによるるるる車両車両車両車両のののの制限制限制限制限    

     茅ヶ崎市のように人口密集地域で需要は多く事業者の運行が困難な路線に運

行する事例や、寒川町のように事業者が撤退し広範の交通空白地域を抱えて運

行する事例等、視察研修会や他の参考事例から、地域によって様々な課題を持

っていることがわかりました。 

     二宮町における地域特性は、9.08 平方キロメートルという比較的狭い町域に

住宅地域が密集しており、町の中央部を県道 71 号線が縦断し、南部を国道１号

線が横断しています。また、主要幹線道路を除く住宅地域の道路は狭く、バス

が安全に通行するにはすれ違いが困難であるため、車両サイズによっては走行

可能な経路が限られております。 

     また、中央部にある吾妻山が町を東西に２分しており、起伏に富んだ地形を

成しているため、路線経路の一部では低床型車両による運行が困難であります。 

    

                停留所停留所停留所停留所のののの配置配置配置配置    

     需要度の高い地域に停留所を設置することは、当然のことですが、停留所の

設置には、設置する付近の住民理解が不可欠と言えます。 

     特に、停留所ができたことにより庭先を覗かれるといったプライバシー的な

問題から、付近の道路がゴミで汚れるといったモラル的な問題についても、地

域住民の理解と協力の下、解決していかなければなりません。 

     また、停留所の設置場所については、道路交通法規に則り、安全が確保され

ることが絶対条件となるため、見通しのきかないカーブや交差点付近、交通量

の多い道路等への設置は困難であります。 

     そこで新たな停留所の設置には、地域住民の理解と協力を得て設置するとと

もに、交通法規に則った範囲での設置に心掛ける必要があります。 

    

                運行時刻運行時刻運行時刻運行時刻とととと便数便数便数便数    

     本来は、利用者が覚えやすいようなヘッドダイヤ（00 分発や 30 分発）とする

ことが望ましいのですが、所要時間や運転手の休憩時間にも配慮する必要があ

るため、自由な時刻設定は困難である他、現行のバス利用者は現在のダイヤに

生活リズムを合わせて利用していることも考えられるので、大幅な時刻変更は

利用者の客離れを招きます。 

     そこで、現行のバスの運行時刻を基本に、所要時間の中で最大限運行できる

便数を確保することが望ましいと考えました。 

    

                乗乗乗乗りりりり継継継継ぎのぎのぎのぎの対応対応対応対応    

     主な乗り継ぎは交通の結節点である二宮駅からの電車になりますが、ＪＲ東

海道線の日中間のダイヤは上下線とも１時間に４～５本運行されているため、

比較的に安定した乗り継ぎが可能となっております。また、利用者によって利

用目的は異なるものなので、今回の検討では重要度は低いものと考えました。 
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                運賃運賃運賃運賃とととと支払支払支払支払いいいい方法方法方法方法    

     アンケート結果によれば、非利用者からの「受益者負担を高めるべき」との

意見も多く、利用者の中でも現在の運賃が安いとの意見も聞かれています。 

     全ての町民が利用しやすく、支払いが容易なワンコインで成功した事例があ

るため、多くの自治体が 100 円バスで運行しています。 

     しかし、昨今では、路線バスとの格差をなくすため、路線バスの最低運賃に

合わせることや、150 円や 200 円等、採算性に考慮した設定をしている事例も増

えているため、町の財政状況を踏まえ、値上げについても考えていく必要があ

ります。 

     また、運賃の値上げにあたり、サービス向上のため、バスカードの使用も可

能としている事例もあり、利用実態の把握方法に課題が残るものの、サービス

向上による利便性向上を図るためには、コミュニティバス専用で使用が可能な

回数券を導入することが望ましいと考えました。 

    

                利用促進利用促進利用促進利用促進ののののＰＲＰＲＰＲＰＲ    

     二宮町は、駅から住宅地域を結ぶ公共交通が充実しており、国道、県道を往

来する路線バスが多く比較的公共交通に恵まれた環境にあります。 

     しかし、路線バスの利用者が減少傾向にあり、事業者は、採算性に見合わな

い路線を縮小・廃止せざるを得ず、平成 14 年の規制緩和をかわきりに虫窪線、

釜野線が不採算路線による廃止を迫られることとなりました。 

     現在、不採算路線である虫窪線については、生活交通確保対策による赤字の

補填で維持されておりますが、釜野線についてはコミュニティバスにより維持

している状況にあります。 

     今後、他の路線についても利用者が減少すれば、新たな不採算路線が生じ、

利便性が低下することも考えられるため、利用者の積極的な利用を図るために

利用促進のＰＲやサービスの向上を図っていく必要があります。 

 

                車両車両車両車両サイズサイズサイズサイズとととと外観外観外観外観    

     現行のバスは、釜野線の朝夕の利用者が 30 名を越える状況にあるため、小型

サイズでの運行は困難であり、中型サイズの車両で運行せざるを得ません。 

     また、外観についても、通常の路線バスと同じ車両を使用しているため、コ

ミュニティバスとして判りづらく、町民に与える印象は薄いといえます。 

     そこで、車両サイズについては、釜野線の利用状況に配慮し、中型サイズで

運行しつつ、外観については、コミュニティバスとしての区別がしやすく、町

民が親しみを持てるデザインとすることが望ましいと考えます。 

 

    以上の検討結果を基に、次の運行計画書（案）をまとめました。 
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Ⅲ 運行計画案 
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   経路 

   ・ 「釜野線」に配慮し、コミュニティバスが代替交通手段となる経路とした。 

   ・ 「釜野線」との車両の併用により中型サイズでの通行が可能な経路とした。 

   ・ 過度な経路変更による客離れを防ぐため、現行のバスを基本とした経路とし

た。 

   ・ 路線バスとの競合に配慮した経路とした。 

   ・ 利用の需要にあった駅や中里周辺の商業施設付近を通る経路とした。 

   ・ 「公共交通空白地域・不便地域の解消」を目的に、不便地域である山西小学

校付近及び富士見が丘１丁目を通る経路とした。 

   ・ 二宮西中学校の部活動終了時の下校に利用する生徒に配慮し、百合が丘を周

遊する経路とした。 
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経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 停留所の設置位置・個数は目安であり実際とは異なります。 

③ 

② 
① 

  ①経路（現行の経路） 

  ②経路（釜野トンネル付近・富士見が丘１丁目を通る交通不便地域に配慮した経路） 

  ③経路（二宮西中学の部活帰り等の生徒に配慮した経路） 

  既存コミュニティバス停留所 

  新規コミュニティバス停留所 
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   停留所 

   ・ 「公共交通空白地域・不便地域の解消」を目的に、居住区から停留所までの

距離が概ね半径 300 メートル以内になるよう配慮した停留所とした。 

   ・ 交通の安全に配慮した停留所とした。 

   ・ 路線バスとの競合に配慮した停留所とした。 

   ・ 停留所の乱立を防ぐため、路線バスの停留所を利用した停留所とした。 

   ・ 設置要望の強いラディアン付近については、今後の土地利用を見据えながら

設置しなければならないため、暫定的に路線バスの「元町」の停留所を利用す

ることとした。 
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停留所順路 

①経路 ②経路 ③経路 

二宮駅 二宮駅 二宮駅（発） 

二宮駅南口 二宮駅南口 二宮駅南口 

吾妻神社前 吾妻神社前 吾妻神社前 

山西 山西 山西 

山西防災ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ前 山西防災ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ前 山西防災ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ前 

かわわの家入口 かわわの家入口 かわわの家入口 

川勾神社入口 川勾神社入口 川勾神社入口 

山西ﾌﾟｰﾙ前 山西ﾌﾟｰﾙ前 山西ﾌﾟｰﾙ前 

釜野橋 （仮）釜野交差点 釜野橋 

百合が丘坂下 （仮）山西小学校前 百合が丘坂下 

峠公園 （仮）軒吉橋西側交差点 峠公園 

南 5 号前 （仮）四ツ谷 （仮）南 2 号前 

南 4 号前 南 5 号前 （仮）南 1 号前 

団地中央 南 4 号前 （仮）中 2 号前 

中里 団地中央 （仮）北 5 号前 

堂面 中里 （仮）北 4 号前 

栗谷前 堂面 （仮）北 3 号前 

松根 栗谷前 （仮）北 2 号前 

富士見が丘 3 丁目入口 松根 （仮）北 1 号前 

寿考園前 富士見が丘 3 丁目入口 団地中央 

富士見が丘児童館前 寿考園前 南 4 号前 

（仮）元町 （仮）秋葉神社前 南 5 号前 

二宮駅 （仮）西公園前 （仮）南 3 号前 

 （仮）元町 （仮）中 3 号前 

 二宮駅 （仮）中 4 号前 

  （仮）中 5 号前 

  団地中央（着） 

   

   

 

※ 「（仮）表記」の停留所は経路上の設置が可能とされる停留所です。 
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   時刻 

   ・ 利便性の向上を図るために、２便の増便を検討した。 

   ・ 増便には「釜野線」に配慮し、振替えとなる釜野線に影響の少ない時刻とし

た。 

   ・ 運転手の休憩時間に配慮した時刻とした。 

   ・ 過度な時刻変更による客離れを防ぐため、現行のバスを基本とした時刻とし

た。 

   ・ 利用客が覚えやすいヘッドダイヤとなるよう配慮した時刻とした。 

   ・ 二宮西中学校の部活動終了時の下校に利用する生徒に配慮し、季節に応じて

増便分の経路が入れ換わる時刻とした。 

 

 

運行時刻表（土・日・祝祭日・年末年始を除き毎日運行） 

時刻 
右循環 左循環 

経路 発 着 経路 発 着 

9 ① 9:30 10:06    

10    ① 10:20 10:56 

11       

12 ② 12:50 13:26    

13    ② 13:40 14:16 

14 ① 14:30 15:06    

15    ① 15:20 15:56 

16       

17 ①／③ 17:30 18:06    

18 ③／① 18:20 18:52    

 

※ 発着の起点となる停留所は二宮駅北口になります。但し③経路の終点は団地中央に

なります。 

※ 17：30 発と 18:20 発の経路は、９月 15 日～翌３月 31 日までの間、入れ換わります。 
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   運賃 

   ・ 継続的な運行の負担とならない運賃とした。 

   ・ 非利用者からの意見に配慮した運賃とした。 

   ・ 路線バスとの競合に配慮した運賃とした。 

   ・ 運賃支払いが容易で覚えやすい運賃とした。 

 

 

大人      150 円 

小人及び障害者 100 円 

 

※ 誰でも利用することが可能。 

※ 中学生も小人料金で利用が可能。 

※ 運賃の支払いは先払いとします。 

 

 

 

 

   その他 

    デザイン 

    ・ 車両の外観については、コミュニティバスとしての区別がしやすく、町民

が親しみを持てるよう、以下のことを踏まえたデザインとするよう検討した。 

・ 二宮町らしく町民が親しみを持てるデザインとする。 

・ 町民の認知が比較的進んでいる既存のデザインを用いるものとする。 

・ デザインの使用にあたり費用が発生しないものとする。 

・ 奇抜な色彩や町民に不快感を与える色は避けたものとする。 
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Ⅳ 今後の課題 

    本格的な導入にあたり、検討委員会で検討した結果については、前段の通りで

ありますが、今回の運行計画書（案）において、全ての住民ニーズに対応するこ

とには無理があります。 

    以下、今後の課題についてまとめましたので、コミュニティバスを運行するに

あたり、参考にしていただきたいと考えます。 

 

                高齢者高齢者高齢者高齢者やややや障害者障害者障害者障害者にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした環境整備環境整備環境整備環境整備    

    現行のバスは車イスに対応したバスを使用していますが、停留所を含めた環境

整備が充分でないため、実際の利用はない状況にあります。 

    今後は、停留所等を含めた施設整備を充実させるとともに、ノンステップバス

の導入等、高齢者や障害者に配慮した環境整備が必要となります。 

 

                柔軟柔軟柔軟柔軟なななな見直見直見直見直しのためのしのためのしのためのしのための体制整備体制整備体制整備体制整備とととと基準基準基準基準    

    利用者の意向や動態は、時代によって変化する流動的なものであるため、利用

者の需要に応じて経路や停留所、時刻を柔軟に変化させていける体制整備が求め

られます。 

    また、需要に応じた見直しを行うには、一定の基準となるものが不可欠となり

ます。 

 

                コミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスののののＰＲＰＲＰＲＰＲ    

    アンケート結果からもわかるように、コミュニティバスの存在自体を知らない

町民もいます。 

    本格的な導入に伴いリニューアルした点を大きく取上げ、町の広報紙やホーム

ページ等を活用して積極的に周知を図る必要があります。 

    併せて公共交通の利用促進についても、事業者と協力してＰＲを行うことによ

り、公共交通の利用促進を図っていくことが必要となります。 

 

                交通計画交通計画交通計画交通計画のののの策定策定策定策定    

    今回の検討にあたって一番苦慮したのは、既存路線バスとコミュニティバスの

関係をどのように考えるかという点です。 

    検討過程においても、バスを小型化し、現在経路となっていない地域への運行

も検討いたしましたが、既存バス事業者の運行を圧迫することにもなり、最終的

には町財政状況への影響を考え、断念いたしました。 

    既存バス事業者と行政がお互いにどのような役割で事業を担うべきか、明確な

位置づけがされていないため、コミュニティバスを単体で考えるのではなく、ま

ちづくりの観点から広い視野で検討できるように、交通施策の基礎となる交通計

画の策定が急務と考えます。 

    また、国や県から財政的支援を受けるには、交通計画の策定が不可欠であるた

め、交通計画の策定に向けた検討を進めていく必要があります。 



参考４

実 施 日 実 施 日 実 施 日 実 施 日 ：：：：平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１１１１１１１１月月月月７７７７日日日日　（　（　（　（日日日日））））
実施時間実施時間実施時間実施時間：：：：午前午前午前午前９９９９時時時時～～～～午後午後午後午後３３３３時時時時
実施場所実施場所実施場所実施場所：：：：にのみやふるさとまつりにのみやふるさとまつりにのみやふるさとまつりにのみやふるさとまつり（（（（生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習センターラディアンセンターラディアンセンターラディアンセンターラディアン））））

問問問問１１１１　　　　あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお住住住住まいはまいはまいはまいは？？？？
町内 12
川勾 5
山西 38
二宮 67
富士見が丘 57
松根 6
中里 22
百合が丘 23
緑が丘 5
一色 8
町外 56

299

問問問問２２２２　　　　あなたのあなたのあなたのあなたの年齢年齢年齢年齢はははは？？？？ （町内） （町外） （合計）
１０代未満 4 １０代未満 4 １０代未満 8
１０代 4 １０代 2 １０代 6
２０代 21 ２０代 4 ２０代 25
３０代 79 ３０代 19 ３０代 98
４０代 32 ４０代 6 ４０代 38
５０代 18 ５０代 7 ５０代 25
６０代以上 80 ６０代以上 12 ６０代以上 92
無回答 5 無回答 2 無回答 7

243 56 299

問問問問３３３３　　　　二宮町内二宮町内二宮町内二宮町内ででででコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスがががが運行運行運行運行しているのをしているのをしているのをしているのを知知知知ってますかってますかってますかってますか？？？？
（町内） （町外） （合計）

知っている 229 知っている 35 知っている 264
知らない 13 知らない 21 知らない 34
無回答 1 無回答 0 無回答 1

243 56 299

問問問問４４４４　　　　問問問問３３３３でででで知知知知っているとっているとっているとっていると回答回答回答回答したしたしたした方方方方のみのみのみのみ。。。。コミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスをををを利用利用利用利用したしたしたした事事事事がががが有有有有りますかりますかりますかりますか。。。。
（町内） （利用した事の有る町民の地区別） （利用した事の無い町民の地区別）

ある 72 町内 5 町内 7
ない 164 川勾 3 川勾 2
無回答 7 山西 12 山西 22

243 二宮 11 二宮 55
富士見が丘 27 富士見が丘 28
松根 1 松根 5
中里 3 中里 19
百合が丘 6 百合が丘 17
緑が丘 2 緑が丘 3
一色 2 一色 6

72 164

　　　　　　　　コミュニティバスアンケートコミュニティバスアンケートコミュニティバスアンケートコミュニティバスアンケート結果結果結果結果

町内

4%

川勾

1%

山西

13%

二宮

22%

富士見

が丘

19%

松根

2%

中里

7%

百合

が丘

8%

緑が

丘

2%

一

色

3%

町外

19%

１０

代

未

満

2%

１０代

2%

２０代

9%

３０代

32%

４０代

13%

５０代

7%

６０代以

上

33%

無回答

2%

１０代未

満

7%

１０代

4%
２０代

7%

３０代

34%

４０代

11%

５０代

12%

６０代以

上

21%

無回答

4%

知ってい

る

94%

知らない

5%

無回答

1%

知ってい

る

62%

知らない

38%

無回答

0%

ある

30%

ない

67%

無回答

3%

町内

7%

川勾

4% 山西

17%

二宮

15%

富士見が

丘

38%

松根

1%

中里

4%

百合が丘

8%

緑が丘

3%

一色

3%

町内

4%

川勾

1%

山西

13%

二宮

34%富士見が

丘

17%

松根

3%

中里

12%

百合が丘

10%

緑が丘

2%

一色

4%

１０

代

未

満

3%

１０代

2%

２０代

8%

３０代

33%

４０代

13%

５０代

8%

６０代以

上

31%

無回答

2%

知ってい

る

88%

知らない

12%

無回答

0%



参考４

（町外） (合計）
ある 3 ある 75
ない 40 ない 204
無回答 13 無回答 20

56 299

問５　問問問問４４４４でででで有有有有るとるとるとると回答回答回答回答したしたしたした方方方方のみのみのみのみ
利用頻度利用頻度利用頻度利用頻度はははは？？？？ （町内・町外） 利用目的利用目的利用目的利用目的はははは？？？？ （町内・町外）
週２～３回位 4 二宮駅まで 8
週５回位 5 買い物 30
月１～２回位 16 通院 4
月４～５回位 3 通勤 11
月１０回位 2 通学 4
２か月１回位 8 観光、散策 14
半年１回位 15 帰省 2
年１回位 17 無回答 9
無回答 12 82

82

問問問問６６６６　　　　問問問問４４４４ででででコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスをををを利用利用利用利用したしたしたした事事事事のののの無無無無いいいい方方方方へのへのへのへの質問質問質問質問
利用利用利用利用されないされないされないされない理由理由理由理由 （町内）
外の交通手段を利用 77
電子マネーが使えないから 2
時間帯が合わない 22
本数が少ない 13
運行エリア外 11
ルートが解らない 11
土日、祝日に運行していない 2
子供がいるので利用しづらい 1
利用する必要がない 7
無回答 18

164

（町外）
他の交通手段を利用 9
存在を知らない 1
本数が少ない 2
必要性がない 3
路線がない 1
乗り場が解らない 1
町外 13
無回答 23

53

ある

5%

ない

72%

無回答

23%

週２～３回

位

5%

週５回位

6%

月１～２回

位

19%

月４～５

回位

4%

月１０回位

2%

２か月１

回位

10%

半年１回

位

18%

年１回位

21%

無回答

15%
二宮駅ま

で

10%

買い物

37%

通院

5%

通勤

13%

通学

5%

観光、散

策

17%

帰省

2%

無回答

11%

外の交通手段を利

用

47%

電子マネーが

使えないから

1%

時間帯が合わない

13%

本数が少ない

8%

運行エリア外

7%

ルートが解

らない

7%

土日、祝日に運行

していない

1%

子供がいるの

で利用しづらい

1%

利用する必要

がない

4%

無回答

11%

他の交通手段

を利用

17%

存在を知らない

2%

本数が少ない

4%

必要性がない

6%

路線がない

2%

乗り場が解らない

2%

町外

24%

無回答

43%

ある

25%

ない

68%

無回答

7%



参考４

問問問問７７７７　　　　問問問問３３３３ででででコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスがががが運行運行運行運行しているしているしているしている事事事事をををを知知知知らないらないらないらない方方方方
今後今後今後今後バスバスバスバスをををを利用利用利用利用されますかされますかされますかされますか？？？？

（町内） （町外） (合計）
する 7 する 5 する 12
しない 5 しない 15 しない 20
無回答 1 無回答 33 無回答 34

53 66

問問問問８８８８　　　　問問問問７７７７ででででコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスをををを利用利用利用利用しないとしないとしないとしないと回答回答回答回答したしたしたした方方方方
コミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスをををを利用利用利用利用されないされないされないされない理由理由理由理由をおをおをおをお聞聞聞聞かせかせかせかせ下下下下さいさいさいさい。。。。

（町内・町外）
自家用車を利用するから 3
駅まで遠回りだから 1
必要性がないから 1
運行ルートが解らない 2
町外 5
無回答 46

58

問問問問９９９９　　　　コミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスにににに関関関関するごするごするごするご意見意見意見意見、、、、ごごごご要望要望要望要望、、、、改善点等改善点等改善点等改善点等をおをおをおをお知知知知らせらせらせらせ下下下下さいさいさいさい。。。。
（複数回答）

コミュニティバスの増便をして欲しい 64
コミュニティバスのルートを変更して欲しい 13
土日、祝日の運行をして欲しい 14
運行時間帯の変更をして欲しい 28
バス停、ルート、料金等の明確化 12
電子マネーが利用できるように 5
料金の値下げ 2
無料は反対 1
このままで良い 1
継続して運行 1
高齢者向けにサービス展開を 1

142

する

54%

しない

38%

無回答

8%

する

10%

しない

28%

無回答

62%

自家用車を利用す

るから

5%

駅まで遠回りだから

2%

必要性がないから

2%

運行ルート

が解らない

3%

町外

9%

無回答

79%

コミュニティバスの増

便をして欲しい

45%
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ルートを変更して欲

しい
9%
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行をして欲しい

10%
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をして欲しい

20%
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料金等の明確化

8%

電子マネーが利

用できるように

3%

料金の値下げ

1%

無料は反対

1%

この

まま

で

良

い

1%

継続して運行

1%
高齢者向けにサービ

ス展開を

1%

する

18%

しない

30%

無回答

52%


